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平成３１年岳南排水路管理組合議会定例会（２月）会議録 

平成３１年２月６日（水） 

１ 出 席 議 員（１０名） 

１番 松 本 貞 彦 議員 

２番 小 山 忠 之 議員 

３番 前 島 貞 一 議員 

４番 須 藤 秀 忠 議員 

５番 小 松 快 造 議員 

６番 佐 野 智 昭 議員 

７番 杉 山  諭  議員 

８番 山 下 い づ み 議員 

９番 萩 野 基 行 議員 

１０番 中 村 憲 一 議員 

２ 説明のため出席した者（８名） 

管 理 者 小長井 義 正 君 

副 管 理 者 仁 藤   哲  君 

富士市上下水道部長 山 田 教 文 君 

富士市産業経済部長 成 宮 和 具 君 

富士宮市水道部長 惟 村 克 巳 君 

局 長 渡 辺  孝  君 

参事兼施設課長 田 中 秋 仁 君 

総 務 課 長 髙 野 新 次 君 

３ 出席した事務局職員（４名） 

庶 務 係 長 根 上 忠 記 君 

管 理 係 長 小 泉 大 輔 君 

庶 務 係 主 査 渡 邊 友 貴 君 

庶 務 係 主 事 補 佐 野 光 則 君 
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４ 議 事 日 程  

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  議第１号  平成３０年度岳南排水路管理組合会計補正予算 

について（第２号） 

日程第４  議第２号  平成３１年度岳南排水路管理組合会計予算 

について 

日程第５  議第３号  岳南排水路管理組合の職員等の旅費に関する 

条例の一部を改正する条例制定について 
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午前１０時 開 会 

○局長（渡辺 孝君） 会議に先立ちましてお願い申し上げます。本日、議会開催中に、

管理組合の広報用の写真を撮らせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（松本貞彦議員） 出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしま

した。 

 ただいまから岳南排水路管理組合議会定例会を開会いたします。 

 本日の会議は、お手元に配付いたしてあります議事日程により進めます。 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（松本貞彦議員） 日程第１ 会議録署名議員の指名でありますが、会議規則第 

３５条の規定により議長において指名いたします。 

 会議録署名議員に 

６番   佐 野 智 昭 議員 

８番   山 下 い づ み 議員 

 以上２名を指名いたします。 

日程第２ 会期の決定 

○議長（松本貞彦議員） 日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 本定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって本定例会の会期は本日１日と決定いたしました。 

 それでは、ここで本定例会に上程される提出議案の大綱説明を管理者に求めます。 

○管理者（小長井義正君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 管理者。 

○管理者（小長井義正君） おはようございます。お許しを得ましたので、本定例会に上

程いたします各議案の審議をお願いするに当たりまして、議員各位のご理解とご協力を賜

りますよう、議案の総括的な説明を申し上げます。 

 さて、岳南地域の製紙業界でございますが、家庭紙や段ボール原紙は、出荷好調により

底がたく推移しておりますが、全般的には、原料の高騰、デジタル化による市場縮小など

から、依然として厳しい状況にあります。また、岳南排水路の使用工場におきましても、

事業再編に伴う洋紙生産設備の停機が発表されるなど、財政運営への影響が懸念されるも

のであります。しかしながら、いかなる動向にありましても、健全な財政運営を維持して
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いくとともに、昨年、組合設立５０周年を迎え、新たな５０年に向けまして、引き続き施

設の維持管理に最善を尽くさなければならない決意を新たにしたところであります。 

 それでは、本定例会に提案申し上げ、ご審議を賜ります議案につきまして、私からその

要旨を申し上げます。なお、詳細につきましては、後刻、事務局から説明させますので、

あらかじめご承知いただきたいと存じます。 

 初めに、議第１号平成３０年度岳南排水路管理組合会計補正予算（第２号）についてで

ありますが、１,６４３万７,０００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 

６億４,３７２万２,０００円とするものであります。歳入におきましては、財産収入を増

額いたしますが、繰入金を減額するものでございます。歳出におきましては、諸支出金を

増額いたしますが、総務費及び予備費を減額するものでございます。 

 次に、議第２号平成３１年度岳南排水路管理組合会計予算についてでありますが、歳入

歳出の予算総額を６億２,０００万円とするものであります。歳入におきましては、主財源

であります使用料及び手数料を４億４,９１４万３,０００円と見込んでおります。また、

歳出でございますが、総務費を５億６,３７４万３,０００円計上しております。 

 次に、議第３号岳南排水路管理組合の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例

制定についてでありますが、本案は、職員に支給する旅費の額の基準となります富士市職

員等の旅費に関する条例の改正にあわせ、日当を廃止し、それにかえて旅行諸費とするた

め、条例の一部を改正するものでございます。 

 以上、上程議案につきまして要旨のみご説明申し上げましたが、ご審議の上、議決を賜

りますようお願い申し上げまして、私の概要説明とさせていただきます。 

 以上であります。 

○議長（松本貞彦議員） 以上で管理者の説明を終わります。 

     日程第３ 議第１号平成３０年度岳南排水路管理組合会計補正予算 

          について（第２号） 

○議長（松本貞彦議員） 日程第３ 議第１号平成３０年度岳南排水路管理組合会計補正

予算（第２号）についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○局長（渡辺 孝君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 局長。 

○局長（渡辺 孝君） ただいま上程されました議第１号平成３０年度岳南排水路管理組

合会計補正予算（第２号）についてご説明いたします。 
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 議案書の２ページをお願いいたします。平成３０年度岳南排水路管理組合会計補正予算

（第２号）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,６４３万７,０００円を減額

し、歳入歳出それぞれ６億４,３７２万２,０００円とするものです。 

 ６ページ、歳入をお願いいたします。 

 ２款１項１目利子及び配当金は、補正前の額４,８６８万６,０００円に 

１,１９２万８,０００円を増額し、６,０６１万４,０００円とするものです。これは債券

の売却益と、償還に伴い購入した債券の運用益によるものです。 

 ３款１項１目岳南排水路基金繰入金は、補正前の額８,８００万円から２,８００万円を

減額し、６,０００万円とするものです。これは前年度繰越金が当初見込みよりも多かった

ため、基金からの繰入額を減額とするものです。 

 次の２目職員退職手当基金繰入金は、補正前の額２,２９２万３,０００円から 

３６万５,０００円を減額し、２,２５５万８,０００円とするものです。これは、基準とし

ております富士市職員の退職手当に関する条例におきまして、支給水準引き下げのための

調整率の改定が行われたことによるものです。 

 続きまして８ページ、歳出をお願いいたします。 

 ２款１項１目一般管理費は、補正前の額１億５,４８４万２,０００円から 

４６０万５,０００円を減額し、１億５,０２３万７,０００円とするものです。内訳です

が、給料は給与改定等による増額、職員手当等は先ほどご説明した調整率の改定に伴う退

職手当の減額と給与改定等に伴うその他手当の増額です。また、負担金、補助及び交付金

は派遣職員の構成変動に伴う負担金の減額です。 

 ２款３項１目施設改良費は、前年度繰越金が当初見込みよりも多かったことにより、 

２,８００万円について、財源内訳を岳南排水路基金繰入金から一般財源へと財源更正する

ものです。 

 次の４款１項１目岳南排水路基金積立金は、補正前の額４,８６３万６,０００円に 

１,１９５万円を増額し、６,０５８万６,０００円とするものです。これは、債券の売却益

を増額補正し、基金に積み立てるものでございます。 

 １０ページをお願いいたします。２目職員退職手当基金積立金は、補正前の額５０５万

円から２万２,０００円を減額し、５０２万８,０００円とするものです。これは大口定期

預金の利率の減によるものです。 

 次に、５款１項１目予備費は、補正前の額３,５１５万９,０００円から２,３７６万円を

減額し、１,１３９万９,０００円とするものです。これは予算執行額の調整によるもので

す。 
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 以上、議第１号平成３０年度岳南排水路管理組合会計補正予算（第２号）についてご説

明させていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（松本貞彦議員） 当局の説明を終わります。 

 これから議第１号について質疑に入ります。―質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。―討論を終わります。 

 これから採決に入ります。 

 議第１号平成３０年度岳南排水路管理組合会計補正予算（第２号）については原案どお

り決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第１号は原案どおり可決されました。 

     日程第４ 議第２号平成３１年度岳南排水路管理組合会計予算に 

          ついて 

○議長（松本貞彦議員） 日程第４ 議第２号平成３１年度岳南排水路管理組合会計予算

についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○局長（渡辺 孝君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 局長。 

○局長（渡辺 孝君） それでは、議第２号平成３１年度岳南排水路管理組合会計予算に

ついてご説明いたします。 

 議案書の１５ページをお願いいたします。平成３１年度岳南排水路管理組合会計予算は、

第１条にて、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億２,０００万円とするものです。 

 また、第２条におきまして、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金

の最高額を１億円と定めるものです。 

 議案書の２０ページをお願いいたします。歳入についてご説明いたします。 

 １款１項１目使用料は、本年度予算額４億４,９１４万２,０００円で、前年度に比較し

て１,１１９万６,０００円、２.４％の減としております。これは前年度に引き続き、トイ

レットペーパーやティッシュなどの衛生用紙が堅調に推移し、段ボール、板紙などが伸張

傾向ではあるものの、一方では、新聞用紙、印刷用紙などの減少傾向が続き、さらに、大

手製紙工場にて洋紙系抄紙機の段階的運転停止が予定されるなどにより、許可排水量や実

績排水量の減少が見込まれることによるものです。 

 なお、説明欄の基本料金算定、従量料金算定において、ともに２段書きとしております
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が、上段は消費税増税前の使用料を、下段は消費税増税後の使用料を算定しております。

基本料金の総額を１億４,６４０万円、従量料金の総額を３億２５０万円、ほかに占用料を

２４万２,０００円見込むものです。 

 続いて、２款１項１目利子及び配当金は、岳南排水路基金及び職員退職手当基金の基金

運用利子で、前年度に比較して２８８万円減の４,５８０万６,０００円を見込んでおりま

す。 

 基金につきましては、表紙が薄青色の議案参考資料３ページ、基金執行状況にて詳細説

明をさせていただきます。 

 １の岳南排水路基金ですが、平成３１年度の前年度末現在高は 

３４億１,７１１万８,０３９円で、これに対する運用利子を４,５７７万４,０００円、一

般会計への取り崩し額を９,５００万円と見込み、年度末現在高を 

３３億６,７８９万２,０３９円としております。 

 また、２の職員退職手当基金ですが、平成３１年度の前年度末現在高は 

３,２０６万６,８１２円で、これに対する利子を３万２,０００円、積立金を５００万円と

見込み、年度末現在高を３,７０９万８,８１２円としております。 

 議案書に戻りまして、２２ページをお願いいたします。３款１項１目岳南排水路基金繰

入金ですが、岳南排水路基金から９,５００万円を取り崩して施設改良費に充てるもので、

前年度に比較して７００万円の増額としております。これは使用料収入の減額を補うため

の措置でございます。 

 次の４款１項１目前年度繰越金は、前年度に比較して２,０００万円増額の３,０００万

円を計上させていただいております。 

 ５款２項１目雑入は、共済事業手数料など５万円を見込むものです。 

 以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 

 続いて２４ページ、歳出をお願いいたします。 

 １款１項１目議会費は、組合議会３回の開催経費４４万１,０００円を見込んでおりま

す。前年度に比較して１２万６,０００円の増額となっておりますが、これは４月の富士市

議会議員選挙、富士宮市の市長並びに市議会議員選挙の後に臨時議会の開催を予定するこ

とによるものです。 

 次に、２款１項１目一般管理費でございます。本年度は１億３,９０９万８,０００円を

見込み、前年度に比較して１,５７４万４,０００円の減額としております。 

 詳細を説明欄に沿ってご説明いたします。１、給与費のうち、４、一般職１４人の人件

費を９,９８３万６,０００円としております。この人件費にかかる資料といたしまして、
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３６ページから３９ページに給与費明細書をお示ししておりますので、後ほどお目通しを

お願いいたします。 

 次の２、人事管理費のうち、１、人事管理費１,２８１万７,０００円は、臨時・嘱託職

員４人の賃金、共済費及び富士市と共同設置しております公平委員会委員の負担金です。 

 続いて、２、職員研修費６１万４,０００円は、研修会への参加旅費及び負担金です。 

 次のページ、３、事務管理費は、組合事務運営の所要経費で、６００万１,０００円を見

込んでおります。事務用品など消耗品のほか、印刷製本費、通信運搬費及び富士市財務会

計と接続されておりますシンクライアントの利用負担金などでございます。 

 続いて、４、財産管理費１,０２６万６,０００円は、庁舎管理、車両管理、用地管理、

使用料管理などに要する経費です。 

 次の５、公租公課費８４６万８,０００円は消費税で、１０月からの増税を見込んだもの

であります。 

 続きまして、２８ページの下段、２款２項１目排水管理費をお願いいたします。これは

岳南排水路の水質調査にかかる経費で、１７２万３,０００円を見込んでおります。 

 次のページ、説明欄の１、水質調査費４０万６,０００円は、水質分析にかかる薬品及び

器具類の購入費等で、２、硫化水素調査費１３１万７,０００円は、硫化水素計の点検、修

繕費などでございます。 

 次の２目下水道管理費５,４９６万３,０００円は、施設の維持補修及び保守点検にかか

る経費で、前年度に比較して１３６万２,０００円の減額となっております。これは検針業

務を１目の一般管理費へ移項したことによるものです。 

 説明欄の１、下水道維持費のうち、１、維持補修費２,４２０万円は、人孔の管理にかか

る経常的経費や、管内点検で確認された損傷箇所の補修工事等にかかる経費です。 

 次の２、保守点検費２,８８３万円は、工場排水流入禁止期間に実施する管路施設の調

査、点検に要する経費、下水道台帳管理システムの保守、管理等の業務委託です。 

 続いて３目ポンプ場管理費４,１９５万９,０００円は、今泉ポンプ場の運転管理にかか

る経費で、前年度に比較して１１０万３,０００円の増額としております。 

 説明欄の１、ポンプ場維持費のうち、１、維持補修費５３７万円は、不用となったホッ

パーの撤去費用と、場内出入り口に設置している門扉の取りかえ工事費です。 

 ２、保守点検費３,１８２万７,０００円は、ポンプ場の運転管理業務及び自家用電気工

作物の保安管理業務にかかる経費です。 

 また、３、ポンプ場管理事務費４７６万２,０００円は、ポンプ場運転にかかる電気料金

や工業用水使用料などです。 
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 ３２ページ、２款３項１目施設改良費３億２,６００万円は、管路及びポンプ場施設の保

全及び再生を行う経費で、前年度に比較して８６８万４,０００円の増額となっておりま

す。 

 説明欄をお願いいたします。１、管渠施設費に２億１,３４５万２,０００円を、２、ポ

ンプ場施設費に１億１,２５４万８,０００円を計上しております。 

 この科目につきましては、議案参考資料の４ページにより詳細説明をさせていただきま

す。平成３１年度主要事業概要でございます。番号１から１２についてご説明をさせてい

ただきます。なお、それぞれの委託・工事箇所につきましては、右の欄、ページ番号によ

りお示ししてございますので、後ほどごらんください。 

 管渠施設費における保全対策事業は８事業を予定しており、老朽化した管渠施設の更生

と耐震化を図るものです。管径は７００ミリから２,３００ミリで、総延長３１９メートル

の施工を予定しております。 

 ポンプ場施設費における保全対策事業は４事業を予定しております。番号９の今泉ポン

プ場１号主ポンプ分解点検作業委託ですが、ポンプ場の主ポンプ４基はともに昭和４３年

に設置され、既に５０年が経過をしております。一般的には２０年ごとの更新が望ましい

とされておりますが、当組合のポンプは比較的稼働率が低いことから、おおむね１０年ご

とに分解点検整備を行い、延命化に努めているところです。本事業は、平成２９年度に実

施した２号主ポンプの分解点検作業委託に続いて実施するもので、状態監視保全を徹底し

ながら、さらなる延命化を図っていきたいと考えております。 

 次の番号１０、今泉ポンプ場ストックマネジメント計画策定業務委託ですが、今泉ポン

プ場には、ポンプ施設のほか、さまざまな機械・電気設備が設置されております。その多

くで老朽化が進み、将来的には多額の更新・改修費用が見込まれます。そこで、更新費用

の平準化と施設の長寿命化を図ることを目的に、ストックマネジメント計画の策定を進め

るものです。 

 次の番号１１、今泉ポンプ場計装設備更新工事ですが、電気設備は基本的に時間計画保

全にて管理をすることとされており、本設備は推奨交換年数の８年を迎えることから、更

新工事を実施するものです。 

 次の番号１２、今泉ポンプ場管渠耐震補強工事は、流入渠と沈砂池をつなぐ管口１カ所

の耐震補強を実施するものでございます。 

 それでは、３２ページの下段にお戻りください。３款１項１目利子でございます。一時

借入金の利子として１万円の科目設定をしております。 

 次のページ、４款１項１目岳南排水路基金積立金ですが、運用益金の 
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４,５７７万４,０００円を積み立てるもので、前年度に比較して２８６万２,０００円の減

額となっております。 

 ２目職員退職手当基金積立金は５０３万２,０００円で、内訳として、積立金を５００万

円、利子を３万２,０００円と見込んでおります。 

 ５款１項１目予備費ですが、前年度と同様、５００万円を計上いたしました。 

 以上で議第２号平成３１年度岳南排水路管理組合会計予算の説明を終わります。よろし

くお願いいたします。 

○議長（松本貞彦議員） 当局の説明を終わります。 

 これから議第２号について質疑に入ります。 

○１０番（中村憲一議員） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） １０番 中村憲一議員。 

○１０番（中村憲一議員） ３点お伺いいたします。まず１点ですけれども、歳入のとこ

ろで使用料なんですけれども、資料を見ますと、使用工場で稼働工場がかわっていないの

に使用料が多分相当な額が減っている。今、休転が進められている。そのような話がある

んですけれども、具体的にどこの工場によるものか。もし教えていただけるんでしたら教

えてほしいのと、２４ページ、２５ページで、総務費の総務管理費、一般管理費の関係で

比較が減になっているわけですけれども、その要因。 

 ３点目が、３３ページのポンプ場のストックマネジメント計画策定業務委託の金額につ

いて教えていただければと思います。 

 以上３点です。 

○局長（渡辺 孝君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 局長。 

○局長（渡辺 孝君） まず１点目の使用料の額が減っていることについてでございます

けれども、具体的なお話でいいますと、ここで固有名詞を出していいかよくわかりません

が、皆さんよくご存じですので、我が国の大手製紙工場と言ったら想像がつくと思うんで

すけれども、日本製紙でございます。日本製紙が、聞くところによりますと、３月、６

月、９月、洋紙系の抄紙機が３台ございまして、その抄紙機を段階的にとめるということ

でございます。それによる減が、ここでいいますと、月換算で大体１０２万立方メートル

ほど減ってくるということでございまして、それだけ使用料の減がある。当然基本料金の

ほうにも影響されてきますので、減使用料のうちの大体８５％は、この日本製紙の洋紙系

抄紙機の停止によるものだと考えております。１点目は以上でございます。 

 ２点目は、２４ページ、一般管理費が１,５７４万４,０００円減額しておりまして、そ
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の主な原因は何かということだと思いますけれども、これは主たる原因は、前年度は退職

手当があったんですけれども、本年度は退職手当がないということで、小さな組織ですの

で、１人の退職手当によって大きく額が変わってくるということでございます。 

 ３点目につきましては参事兼施設課長から説明させていただきます。 

○参事兼施設課長（田中秋仁君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 参事兼施設課長。 

○参事兼施設課長（田中秋仁君） ３点目の３３ページにありますポンプ場ストックマネ

ジメント計画の経費でございますが、今、総額１,５９０万円を予定しております。 

○議長（松本貞彦議員） ほかにございませんか。 

 質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。―討論を終わります。 

 これから採決に入ります。 

 議第２号平成３１年度岳南排水路管理組合会計予算については原案どおり決することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第２号は原案どおり可決されました。 

     日程第５ 議第３号岳南排水路管理組合の職員等の旅費に関する条 

          例の一部を改正する条例制定について 

○議長（松本貞彦議員） 日程第５ 議第３号岳南排水路管理組合の職員等の旅費に関す

る条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○局長（渡辺 孝君） 議長。 

○議長（松本貞彦議員） 局長。 

○局長（渡辺 孝君） それでは、議第３号岳南排水路管理組合の職員等の旅費に関する

条例の一部を改正する条例制定についてご説明いたします。 

 議案書の４０ページ、あわせて黄色の表紙、議案参考資料２の１ページをお願いいたし

ます。 

 職員に支給する旅費につきましては、岳南排水路管理組合の職員等の旅費に関する条例

第３条の規定により、富士市職員等の旅費に関する条例を基準として支給することとして

おります。この基準となる富士市職員等の旅費に関する条例におきましては、先般、富士

市より、適正な旅費支給を推進するため、平成３１年４月１日より日当を廃止し、それに
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かえて旅行諸費とするための改正を平成３１年２月富士市議会定例会に上程する運びであ

るとの報告を受けております。このことから、本組合職員におきましても、富士市と同様

の基準による旅費支給を平成３１年４月１日より行うため、条例の一部改正を行うもので

あります。 

 改正内容につきまして、新旧対照表によりご説明いたしますので、黄色の表紙、議案参

考資料２の１ページをお願いいたします。旅費の種類を規定しております第２条におきま

して、「日当」を廃止し、「旅行諸費」に改めるものでございます。 

 なお、現在、日当は１日当たり、局長及び参事で２,６００円、一般の職員で２,２００

円の支給がされておりますが、改正後は、旅行諸費として、一律に県内４００円、県外 

８００円の定額支給となる予定です。 

 議案書４１ページをお願いいたします。附則でございますが、第１項は、この条例の施

行日を平成３１年４月１日とするものであります。 

 第２項は経過措置に関する規定でありまして、この条例の施行前に出発する旅行につき

ましては、従前どおりの取り扱いとすることを定めたものであります。 

 以上で議第３号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（松本貞彦議員） これから議第３号について質疑に入ります。―質疑を終わり

ます。 

 これから討論に入ります。―討論を終わります。 

 これから採決に入ります。 

 議第３号岳南排水路管理組合の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついては原案どおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第３号は原案どおり可決されました。 

 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件は全て終了いたしました。よって本

日の会議を閉じ、岳南排水路管理組合議会定例会を閉会いたします。 

午前１０時３５分 閉 会 
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